
 

 

 

多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会条例 

平成15年３月31日 

条例第28号 

  

改正 平成19年12月27日条例第43号 平成20年10月３日条例第37号  

（設置） 

第１条 多摩市立小学校及び中学校における望ましい教育環境を整備し、充実した学校教育の実現を

図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、多摩市教育委員

会（以下「教育委員会」という。）の附属機関として、多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に

関する審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に答

申する。 

(１) 市立学校の一定規模に対する基本的な考え方に関すること。 

(２) 市立学校の適正な配置に関すること。 

(３) 市立学校の通学区域に関すること。 

(４) その他教育委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる委員11人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。 

(１) 学識経験者 ３人以内 

(２) 市立学校長 ２人以内 

(３) 地域団体を代表する者 ２人以内 

(４) 公募市民（市立学校の児童又は生徒の保護者を含む。） ４人以内 

２ 前項の規定にかかわらず、特定の市立学校の通学区域について審議する場合において、教育委員

会は、当該区域の市立学校１校につき１人の区域代表を審議会の委員として加えることができる。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年を超えない範囲で教育委員会が定める期間とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、前条第２項の委員の任期については、当該区域の審議期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（意見の聴取） 

第７条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴く

ことができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校支援課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（多摩市学区調査研究協議会条例の廃止） 

２ 多摩市学区調査研究協議会条例（昭和61年多摩市条例第30号）は、廃止する。 

附 則（平成19年条例第43号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年条例第37号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


